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令和３年  年 頭 所 感 
 

 

 

一宮商工会議所 

会頭 豊島半七 
令和 3年の新春にあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 

 

昨年は、世界的な新型コロナウイルス感染症の猛威の中、人々の生活・経済活動が大きく変容し又制限

され、様々な対応が求められた１年でありました。飲食店をはじめ、多くの業種においてリーマンショッ

ク以上の業況の悪化など地域経済は大きな打撃を受けております。また、新しい生活様式が求められる中、

オンラインによる新たなコミュニケーション手段の確立に見られるように、多くの場面でデジタルトラン

スフォーメーションと称される ITを活用した業務の効率化が加速しております。 

こうした中、本所においては、コロナ対応に全力で取り組むのはもとより、繊維に加え次の世代をけん

引する新しい産業の創出を目指して次世代産業振興委員会を立ち上げ検討を始めたほか、今年は本所が創

立 100周年を迎えることから特別委員会を立ち上げ記念事業等の検討を始めたところです。次の 100年も

この地域において存在感のある商工会議所を目指し、令和３年は以下の３つの基本方針のもと、それぞれ

重点事業を定め、具体的に事業を進めてまいります。 

 

１．中小企業の支援・育成 

・新型コロナウイルスの影響の長期化を踏まえ、企業の事業継続支援と新たなビジネスモデルの構築につ 

いて、きめ細かく支援してまいります。さらにウイズコロナの時代に対応した経営計画の策定、販路開

拓、生産性向上などの各種支援を実施してまいります。[重点事業] 

・新型コロナの影響による企業側の採用・学生側の就活状況の的確な把握に努め、それを踏まえた企業の 

人材確保・定着の支援を継続してまいります。 

・個店経営の活性化に向けてオンラインまちゼミの継続開催を検討します。また小規模事業者のキャッシ 

ュレス化や e-tax による確定申告など電子化対応の支援を行います。 

 

２．地域経済の活性化 

・次世代産業の創出にむけて、当地がスタートアップ人材にとって魅力的な「まち」となるようにアイデ 

アプランコンテスト（仮称）の開催、遊休機械設備や技術のデータベース化するなどの環境整備、コワ 

ーキング施設設置に向けた調査研究に取組んでまいります。[重点事業] 

・コロナ禍においても潜在的な創業・起業マインドを掘り起こし、引き続き「創業塾」や「創業相談」、「起 

業家フォローアップセミナー」をさらに充実させ支援してまいります。 

・2027 年に予定されているリニア中央新幹線の開業にからみ、その効果を最大限活用し産業誘致・育成を 

進めるために「名岐道路」などのインフラ整備を一宮市と連携しながら引続き国や県等関係機関に働き 

かけてまいります。 

 

３．地方創生と交流人口の増加 

・今年は本所創立 100 周年を迎えることから記念式典をはじめ、様々な記念事業に取組んでまいります。 

ただし、コロナ禍の中、華美な行事は控え、地に足の着いた事業展開をしてまいります。[重点事業] 

・新型コロナ禍の新たな生活様式に沿って「一宮モーニング」、「コスチュームタウン構想事業」、「だいだ 

いフェスタ大集合」、「一宮イルミネーション」などの事業を市と連携をしながら 100周年記念事業の一 

環として実施し、魅力的な街づくりに取り組んでまいります。 

・産業観光プロモーション調査事業の集大成として「るるぶ一宮版（仮称）」を 100 周年の目玉事業の一つ 

として発行し、一宮の魅力を市内外に発信、交流人口の増加を通じた地域振興に継続して取り組んでま 

いります。 

 

以上のような取組みを通じ、この難局を会員事業所と一緒になって乗り切っていきたいと考えておりま

す。 

最後に、会議所事業に対する会員の皆様方の一層のご支援・ご協力をお願い申し上げますとともに、皆

様にとって本年が輝かしい飛躍の年となるように祈念申上げ新年の挨拶とさせていただきます。 

令和 3年 元旦 
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令和３年 年 頭 所 感 

～逆境のときこそ、力を尽くす～ 
日本商工会議所 

会頭 三村明夫 
 

明けましておめでとうございます。2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。 

さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイルス感染者が報告されてから、早くも 1年が経と

うとしています。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営努力を続けておられる皆さまに深く敬意を表

するとともに、われわれ全国 515の商工会議所は、今年も一丸となって事業者の皆さまと地域経済の発

展のために力を尽くしてまいります。 

さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令された昨年 4－6月期の GDPがリーマンショック時を

超える戦後最大の落ち込みを記録した後、7－9月期には持ち直しの動きへと転じました。しかし、秋以

降に再び感染が拡大する中、その後の回復に向けた足取りは依然として重いままです。 

一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全体としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中の

リスクと適切な地方分散化の必要性、危機下における医療提供体制のあり方、中央と地方の権限分担の

あり方など、日本の多くの課題が浮き彫りとなりました。また何よりも「強く豊かな国でなければ国民

を守れない」ということに皆が気付いたのではないでしょうか。激甚化する自然災害、新たなパンデミ

ック、地政学上の混乱等は今後も起こり得るものであり、わが国がそのような不確実性の中を生き抜い

ていくためには、不確実性を吸収できるバッファとしての「戦略的ゆとり」が不可欠であります。 

昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦略的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経

済成長が欠かせないものであることを訴えてきました。経済成長は労働投入×資本投入×全要素生産性

で定義されます。これまでの深刻な人手不足の中で、女性や高齢者など労働参加が大いに進みました。

しかしさらなる労働参加率の向上には限界があり、将来不安により消費が伸び悩む中では国内での新た

な設備投資による資本蓄積も多くは望めません。従って、わが国の経済成長のためには、残る「生産性

の向上」が必須なのです。 

一国の生産性は「一人当たり GDP」で表されますが、日本は 2018年時点で世界第 31 位に甘んじて

います。「一人当たり GDP」は国民一人当たりの豊かさだけでなく、効率的に働き得られた余暇を人と

の繋がりに充てることで、幸福度を向上させる指標にもなることから、私はこれを日本の新たな国家目

標に据え、その引き上げのために皆で知恵を絞り、汗をかくべきだと考えます。 

日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以下の３点に取り組んでまいります。第一は、コロ

ナ禍への対応支援です。環境変化に対して、柔軟に素早く対応できることが中小企業経営者の強みであ

り、コロナを契機として新製品やサービス開発、業態転換、ＥⅭ等も活用した国内外への販路開拓など

に積極果敢に挑戦する経営者を、しっかりと後押ししてまいりたいと思います。 

第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コロナ禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術

の有用性に気付いた経営者も多いと思います。また、国や地方公共団体が今後デジタル化を進める中で、

民間企業側もそれに対応していく必要があります。まずは身の丈に合った、低コストで利用可能な IT

導入から始め、徐々にステップアップするなど、IT導入補助金等の支援策もフル活用し、中小企業のデ

ジタル化を推進してまいります。 

第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強固に結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組

み合わさって風雪に耐える「石垣」に例えられてきました。しかし、その石垣も修復、再構築する時期

に来ています。サプライチェーン全体のデジタル化により効率性を高め、コストアップや付加価値をフ

ェアに分け合い取引価格の適正化を図る「大企業と中小企業の新たな共存共栄関係」の構築が必要です。

商工会議所は、この趣旨に賛同した企業による「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業が 1,000 社を

超えるよう、積極的に後押ししてまいります。 

加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリンピック・パラリンピックを、復興五輪であると同時

に、感染拡大防止と社会経済活動を両立させる具体的なプロジェクトとして位置付け、国民運動を盛り

上げていきたいと考えております。 

最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱

の渦中にあっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自らの信念によって、晩年にあってなお、わが国を

立て直すべく精力的に奔走されました。渋沢翁の意志を受け継ぎ、今年も日本商工会議所は全国のネッ

トワークを最大限活用し、中小企業と地域の発展、日本経済の再生に向けて、先頭に立って頑張ってま

いります。皆さまの多大なるご支援、ご協力をお願いし、私の年頭あいさつとさせていただきます。 



 

 

 

 

   

 

 

 

豊島会頭が年末の警察慰問を行う（1２/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 4日、一宮警察署にて、年末の警察慰問を

行いました。これは、日頃の警察活動に感謝し、そ

の労を労うとともに、年末特別警戒中の署員を激

励するために毎年行っているものです。 

当日は、豊島会頭が一宮警察署を訪問し、田中署

長へ日頃の感謝と激励の言葉を併せて慰問品を手

渡しました。 

田中署長は市内の交通事故の現状を話すととも

に、新型コロナウイルス禍ではあるが、年末の市民

の安全を守るためにより一層、警戒業務を実施し

ていくとお話がありました。 

 

一宮満喫周遊ツアー 

一宮イルミネーションツアーと一宮文化体験

ツアーを実施(11/28・12/5) 

一宮市産業観光プロモーション事業推進協議会

(会長：豊島半七)は、11月 28日と 12月 5日に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般客を対象にした観光バスツアーを企画・催行

しました。 

同ツアーは一宮市の補助、ならびに Go To トラ

ベルキャンペーンの補助などからお値打ちな価格

での募集となり、申込み 1 時間余りで定員に達す

るなど大変な人気を博しました。 

11 月 28 日に催行した一宮イルミネーションツ

アーは旧林家住宅のライトアップ、並びに一宮駅

で実施しているイルミネーション、138タワーパー

クのイルミネーションを回るツアー、12月 5日に

催行した一宮文化体験ツアーは一宮の食文化であ

る一宮モーニングをはじめ、老舗料亭「菊水」での

食事、岐阜の芸子集団「鳳仙伎連」によるおざしき

体験、真清田神社を楽しむツアーで、今回は新型コ

ロナウイルス感染症対策として通常定員40名のと

ころ 25名に絞って実施しました。 

両ツアーとも Go To トラベルキャンペーンの地

域共通クーポンが付くなどお得感満載のツアーと

なりました。 

 

 

◁
慰
問
品
を
手
渡
す
豊
島
会
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本所では会員サービスの一環として、毎月 10 日に発行する本｢所報｣に会員事業所の商品・サー

ビス・催し物等の PRなどを記載したチラシを同封するサービスを行っています。 

所報は市内・約 3,500の会員企業に届けられており、開封率・訴求効果の高い情報発信サービス

として好評を頂いています。会員の皆様の取り組みの PRにぜひご利用ください。 

問合せ：企画事業部 ☎72-4611 

料金表 

種類 大きさ 料金（税込） 

チラシ 

Ａ４版 (１枚) ５５，０００円 

Ａ３版２つ折 (１枚) ７７，０００円 

パンフレット（１部、但し３０gまで） １１０，０００円 

 

◁
ツ
ア
ー
の
様
子 
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【お問合せはこちら】 

〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40 

TEL 0766-23-5000／FAX0766-22-6792 

✉takaoka@ccis-toyama.or.jp  

 

高岡商工会 議所 

The TAKAOKA Chamber of Commerce and Industry 

 
 高岡の優れた商品（＝逸品、一品）を県内外に PRする冊子「た

かおか いっぴんセレクション」が完成しました。いっぴんセレ

クション掲載商品は、審査員が申請商品の品質・特色、デザイ

ン・郷土食、市場性の項目について厳正なる審査を行い、認定

しています。その中でも特に審査員の評価が高く魅力的である

ものを、これらいっぴんを代表する“顔”として Special Award

と称しています。Special Award に輝いた商品 15 点の内、食品・

菓子・工芸品の中から各１点をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このコーナーは、本所と友好関係にある高岡商工会議所の産業や

季節のイベント、グルメ情報などを四半期に一度、紹介しています。 

高岡ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

家持くん、利長くん 

一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

ｷｬﾗｸﾀｰ ｲﾁﾓ 

一宮商工会議所・高岡商工会議所交流事業 

情報交流コーナー 

『たかおか いっぴんセレクション』が完成！ 
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令和 2年度 設備貸与制度のご案内 

設備貸与制度とは、(公財)あいち産業振興機構

が申込者に代わって、希望する機械販売業者から

機械・設備を購入し、「割賦販売」又は「リース」

する制度です。 

担保は原則不要で、保証金も徴収しないなど大

変利用しやすい制度となっています。 

また、この制度は金融機関や信用保証協会の借

入枠とは別枠で利用できますので、信用保証料も

不要です。利率は経営・財務の状況により 5 段階

に分かれますが、商工会議所を通じて申し込みい

ただくと 0.1％低くなります。 

※利率表 

 

 

 

 

 

今年度申請の場合、令和 3 年 3 月末日までに設

置、及び試運転が完了できる設備が対象となりま

すので、申請をお考えの場合はお早めに申し込み

ください。 

問合せ：（公財）あいち産業振興機構 経営支援部 

☎052-715-3067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度地域商談会（尾張会場） 

「発注企業」を募集しています 

 発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談

や情報交換をしていただく商談会を開催します。 

 「発注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、新規取引

先の開拓に、ぜひご参加ください。 

日 時：令和 3年 5月 17日（月）13:00～17:15 

※新型コロナウイルス感染症等の影響で

日程の変更や中止となることがございま

すのでご了承ください。 

場 所：稲沢市勤労福祉会館「多目的ホール」他 

参加料：無料 

内 容：発注企業と受注企業の個別面談 

 ※商談回数は最大 8回（1回の面談時間は 25分） 

募集企業：発注企業 55社 

 （受注企業の参加は 150社を予定） 

募集期間：1月 8日（金）～2月 5日（金） 

詳 細：あいち産業振興機構 HPをご覧ください。 

 https://www.aibsc.jp/support/1082/ 

問合せ：中小企業相談所 ☎ 72-4611 

   （公財）あいち産業振興機構 

    ☎ 052-715-3068（ダイヤルイン） 

 

 

 

【一宮税務署からのお知らせ】 

お早めにご準備を！ 令和 2年分 確定申告 
自宅・事業所からの e-Tax が「新しい生活様式」です!! 

 

令和 2年分の確定申告を予定されている方へ 

確定申告は「より安心・安全」な自宅からの e-Tax を是非ご利用ください。 

e-Tax は、マイナンバーカードを準備していただくか、最寄りの税務署で ID・パスワードを発行す

ることで利用できます。詳しくは、最寄りの税務署へお尋ねください。 

問合せ：一宮税務署 ☎72-4331 (自動音声の案内に従い｢2｣を選択してください)(8 時 30 分～17 時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告の方法を YouTubeで紹介！ 

「動画で見る確定申告」は、こちらから。 
 
 

確定申告書作成コーナーから確定申告書の作

成ができます。 

確定申告書作成コーナーはこちらから。 
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（愛知県信用保証協会・広告(6 月号から差し替え)） 

天地：60mm×左右 170mm 

軽減対象 

 所有する事業用家屋及び償却資産 

 

申告に必要な書類 

1.申告書（一宮商工会議所など認定経営革新等

支援機関の押印がなされたもの） 

  一宮市の場合、一宮市のホームページから申

告書をダウンロードしてください。 

2.収入減を証明する書類 

・法人の場合 決算書及び確定申告書の事業

概況説明書や売上(試算表など)が分かる

書類の写し等。 

  ・個人の場合 青色申告決算書や会計帳簿の

写し等。 

 

申告の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告期限 

 令和 3年 2月 1日（消印有効） 

2021年度の固定資産税・ 

都市計画税の減免について 

 

概要 

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が

減少している中小事業者等について、本所はじめ、

税理士など認定経営革新等支援機関の確認を受け

た申告書と、同機関に提出した書類一式（写し可）

を各市町村に提出すると、令和 3年度課税の 1年分

に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産

税・都市計画税の課税標準が軽減されます。 

 

対象となる事業者 

 令和 2年 2月から 10月までの間の連続する任意の

3カ月の期間の事業収入の合計額が、前年同期に比

べ 30％以上減少している中小事業者等（※） 

 

令和 2 年 2 月から 10 月までの任意の

連続する 3カ月間の事業収入の対前年

比減少率 

軽減率 

50％以上減少 全額 

30％以上 50％未満減少 50％ 

※中小企業者等とは 

・個人事業者については、常時使用する従業員数が

1,000人以下であること。 

・法人については、資本金もしくは出資金が 1億円

以下であること。 

  ただし、大企業の子会社等でないこと。 

 

 【お問い合わせ】 

     ビジネス支援センター 

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

Business support center 



 

 

 

■創業からワインショップ開店まで 

 昭和 53年（1978年）12月、野村社長が 10歳の

頃に、父・昭次さんが平和 3丁目で創業したのが

同店の始まり。自宅の空きスペースを使って開業

したお店には近所の方が足繁く通うなど、順調に

売り上げを伸ばしました。野村社長は、1990年頃

から家業を手伝うようになりました。「バブルの好

景気で、とにかく忙しいから手伝ってくれと引っ

張り込まれました」と、当時は神戸で学生生活を

送っていた野村社長は振り返ります。卒業後はそ

のまま家業に従事することとなり、平成 24 年

（2012年）に代表取締役に就任しました。 

 酒類を巡っては、平

成 13年（2001年）頃か

ら相次いで実施された

酒販免許や価格の自由

化などを受けて、コン

ビニなどでも安価で売

られる「激動の時代」

を迎え、市内の小売業

者はこの 20年で約 1/10

に減少したと言います。

その中でも同店の売り上げは、飲食店向けなどの

業務用酒販を中心に堅調に推移していましたが、

平成 20 年（2008 年）のリーマンショック以降は

陰りが見え始めます。 

 この頃から「いつかは他店にない強みを持った

商売がしたい」と考えていた野村社長は、「仕事で

もあり、若い頃からの趣味でもあったワイン」を

専門に扱う小売店ラムーノを、平成 24 年（2012

年）2月、現在地にオープンします。 

■専門店、そして「自然派」という強み 

 ラムーノでは、無農薬・減農薬で栽培したブド

ウを天然酵母で発酵させて作られた、ヨーロッ

パ・アメリカ・南米など世界各地の自然派ワイン・ 

 

 

 

 

約 900 種類を取り

扱っています。自

然派ワインは添加

物もごく少なく、

「スルスル飲めて、

宿酔で頭痛がする

といったこともあ

りません」と野村

社長は話します。 

 また、作ること自体が難しいことから小規模生

産者がほとんどで、生産量も限られるために、ラ

ムーノのような専門店のみに流通する希少性の高

いワインが多く、他店との差別化にも成功してい

ます。「とは言っても、1,000円台でお求めいただ

ける手頃で美味しいワインもたくさん揃えていま

すよ」と、野村社長は話します。 

 同店の BtoCビジネスは順調に推移し、現在は、

業務用酒販と同等にまで売り上げが伸びました。

毎年 5月には 100種類以上のワインが楽しめる試

飲会を開催するなど、人の輪を広げる取り組みも

積極的に行う中

で、「地元のイベ

ントにも出店し

たりと、色々な

ご縁をいただい

ています」と野

村社長は話します。 

 コロナ禍では、

飲食店からの引き合いが減少する影響が出ていま

す。しかしその中でも、4 年前から開始したネッ

ト販売の売り上げが伸びているほか、現在はキッ

チンカーの準備を進め、出張ワインバーや、厳し

い経営環境にある飲食店と共同でのイベント出店

などを計画しています。 

 「本当に美味しい自然なワインをお届けして、

敷居が高く思われているワインをもっと気軽で楽

しい飲み物にできれば」と話す野村社長。今後は

新たな取り組みにも挑戦しながら、経営理念であ

る「お互いの幸せと豊かな人生の追求」を実現し

ていきます。 

～自然派ワインで幸せを運ぶ～ 

  

 

～ 

 

    

La Muno(ラムーノ) 
（株式会社のむら昭次酒店） 

 
「幸せをワインと共にお届けし、町の発展に少しでも貢献したいですね」。宮地にある自然派ワ

インショップ「La Muno（ラムーノ）」を経営する、株式会社のむら昭次酒店の野村幸司社長にお話

を伺いました。 

▲野村幸司社長 

 

代表者：野村幸司   創 業：昭和 53年 

所在地：一宮市宮地 2-11-7 

T E L：0586-45-3748 

営業時間：11時～20時 定休日：日曜 

H  P：https://www.nomhey.com/ 

▲店舗の外観 

 ▲自然派ワインが並ぶ店内 
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一宮市 3密対策リフォーム等補助金【継続】 

一宮市では、3 密対策リフォームなどを自主的に

取り組む事業者の皆様を支援します｡ 

対象期間：令和 2 年 10 月 1 日(木)から令和 3 年 2

月 28 日(日)まで実施し、申請の時点で支

払い済みの経費 

対象者：市内に事業所を有する中小法人等(資本金

10 億円未満)､小規模事業者､個人事業主 

補助金額：補助対象経費に 2/3（補助率）を乗じて

得た金額 

限度額 ：1 事業者あたり 20 万円(申請 1 回限り) 

申請期間：令和 3 年 3 月 5 日(金)まで(必着) 

対象経費：3 密対策リフォーム等の取組みを実施し

たことに要した経費(消耗品は対象外) 

申請方法：一宮市 3 密対策リフォーム等補助金交付

申請書兼請求書（様式第 1）」を記入の上、

必要な添付書類を添えて提出してくだ

さい。申請書等のダウンロード、詳細は

市の Web サイトを確認してください。 

提出先 ：〒491-8501(住所の記載は不要) 

     一宮市経済部商工観光課「3 密対策リフ

ォーム等補助事業」担当 

※郵送（簡易書留など郵便物を追跡できる方法）で

の提出にご協力をお願いします。 

問合せ：一宮市経済部商工観光課 

☏0586-85-7436（ダイヤルイン） 

E-Mai1:shokokanko@city.ichinomiya.lg.jp 

 

 

政府系･民間金融機関 

実質無利子･無担保融資の要件緩和 

新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、政府

系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を

利用しやすくなるよう、売上高の減少要件を緩和し

ます。具体的には、現行の「直近 1 カ月」の売上高

の対前年同月比の比較に加え、「直近 6 カ月平均」

の売上高の対前年同期の比較もできることとしま

す。 

要件緩和につきましては、12 月下旬からの実施

に向けて、準備が整い次第、(株)日本政策金融公庫

等の HP において掲示されます｡ 

【問合せ HP】 

･日本政策金融公庫 

 

小規模事業者持続化補助金 

 販路開拓等のための取り組みを支援します。 

対 象：小規模事業者 

補助額：一般型:50 万円 

補助率：一般型:2/3 

事業再開枠：感染防止取組 上限 50 万円(10/10) 

応募締切：4 次・令和 3 年 2 月 5 日(金)(一般型) 

※提出書類の内、様式 4 を本所で準備す

るため、締切日 1 週間前までに他の申

請書を本所まで提出願います。 

問合せ ：日本商工会議所 

     小規模持続化補助金事務局 

 

ものづくり補助金 

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のた

めの設備投資等を支援します。 

対  象：中小企業・小規模事業者等 

補助上限：一般型 1,000 万円･ 

グローバル型 3,000 万円 

補助率 ：中小 1/2、小規模 2/3 

補助要件：3～5 年の事業計画の策定と実行 

①付加価値額+3%以上/年、②給与支援

総額+1.5%以上/年、③地域別最低賃金

+30 円 

事業再開枠：感染防止取組 上限 50 万円(10/10) 

申請方法：電子申請システムのみ 

公募開始/申請開始：12 月(予定) 

応募締切：5 次：令和 3 年 2 月(予定) 

問合せ：ものづくり補助金総合サイト 

【各補助金に関する問合せ】 

 中小企業相談所 ☎72-4611 

 

雇用調整助成金の特例措置等が 

2月末日まで延長 

 厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置、緊急

雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休

業支援金・給付金について、令和 3 年 2 月末日まで

延長しました。なお、雇用情勢が大きく悪化しない

限り、これらの特例措置等は段階的に縮減される予

定です。 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

問合せ：ハローワーク一宮 ☎45-2048（内線 31#） 

 

 

 

新型コロナウイルス 

感染症 支援関連 
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確定申告書の作成・送信は 

国税局ホームページから！ 

 e-Tax 説明会を開催 

一宮税務署では、2021 年 2 月 16 日(火)から始

まる確定申告を前に、新型コロナウイルス感染症

対策として、確定申告会場の混雑を回避する観点

から e-Tax（電子申告）を推奨しています。 

今回、一宮税務署職員を講師に迎え、事業者向

けの e-Tax 説明会を開催します。 

説明会では、確定申告の関係書類をご持参いた

だき、e-Tax を体験することもできます。この機

会に是非、ご参加ください。 

日  時：2021年 1月 18日(月) 

午前の部：10時～正午 

      午後の部：13時 30分～15時 30分 

場  所：本所 3階大ホール 

対  象：一宮市内の事業者 

申込み：電話またはメール soudan@ichinomiya-

cci.or.jp 

問合せ：中小企業相談所 ☎72-4611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職情報サイト 「ichi Job」 

サイトオープンについて 

 

 

 

 

 

 

本所が運営している「一宮就職情報サイト」に

ついて、さらに見やすく、活用しやすい Web サ

イト「ichi Job」にリニューアルしました。 

  ichi Job では、検索のしやすさや、見やすさを

改善したほか、企業担当者の方が直接自社のペー

ジを編集できるなど就職情報サイトとして非常に

使いやすくなりました。ぜひご活用ください。 

 また、掲載企業も随時募集しています！！ 

問合せ：企画事業部☎72-4611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 18日(月)        e-Tax説明会 

1月 23日(土)        自分だけの『びしゅうのズボン』づくりツアー 

1月 26日(火)        萩原地域分科会新年懇親会 

1月 27日(水)        世界のファッションを支える 葛利毛織工業ツアー 

1月 28日(木)      正副会頭会議、常議員会 

1月 29日(金) 
事業承継セミナー ～「千差万別」事例から学ぶ～ 

       奥地域分科会新年懇親会 

2月 17日(水) 本所と一宮市との懇談会 

2月 22日(月) 正副会頭会議、常議員会 

 ※掲載情報は、12月 15日現在のものです。 
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一宮商工会議所メール便 138～ 

メールマガジン購読者を募集中 

 本所のメールマガジン「一宮商工会議所メール

便『138』」をご存知でしょうか。 

メールマガジンは毎月、本所のセミナー・イベ

ント情報、補助金などの経営支援情報など経営に

役立つ情報を配信しており、登録者数は 1000名を

超えております。 

 登録料等は無料になっておりますので、ぜひご登

録ください。 

問合せ 企画事業部 ☎72-4611 

～ご入会ありがとうございました～ 

事 業 所 名 所 属 部 会 名 

（株）ケイテック 

アシストワン 

BLOCK HAIR 

（株）TAKUMI－BASE 

山田美装 

 

土 木 建 設 部 会 

土 木 建 設 部 会 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

（公表希望の事業所のみ） 

mailto:soudan@ichinomiya-cci.or.jp
mailto:soudan@ichinomiya-cci.or.jp


 

  駅近・きれい・お得！！ 

一宮商工会議所ビル 貸会議室を利用しませんか？ 

会場使用料 会員価格(税込) ※非会員価格については本所Webサイト等でご確認ください。  

  

 

 

 

 

一宮商工会議所ビルは一宮駅から徒歩 5 分と至近に位置しており、Wi-Fi 環境が整備

されているほか、バリアフリーにも対応しております。 

また大小様々なお部屋をご用意しておりますので、会議、パーティー、面接会場、セ

ミナーなど幅広く様々な年代の方に利用いただけますので、ぜひご活用ください。 

 

予約可能期間：使用予定日の 3 カ月前から予約可 

申込み：貸会議室担当者に問合せ頂き、空き状況の確認･仮予約をしてください。 

問合せ：総務部 貸会議室担当☎72-4611 

 

会議や打合わせ等で本所ビルを利用する皆様へ 

本所では 6月から、会議室の貸し出しを再開しております。会議や打合せ等で本所ビ

ルをご利用いただく際は、新型コロナウイルス感染症対策として十分換気し、3密を防

ぐために席を離しての利用、マスクの着用をお願いしております。 

また、本所では、申込時に利用人数を確認し、通常 

より大きいお部屋のご紹介や、隣の人との飛沫感染を 

防ぐため、希望者にはアクリル板の貸し出しを行って 

おりますので、ご利用の方はお申し出ください。 

 

※午前は 9時～13時、午後は 13時30分～17時30分、全日は 9時～17時30分 
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△パーティー等も可能な

大ホール 

△会議からセミナーまで

使える 402 会議室 

△少人数の打合せに 

403 会議室 

飛沫感染予防のアクリル板▷ 

会議室名 定員(名) 午前・午後 全日 会議室名 定員(名) 午前・午後 全日

大ホール
机 160

椅子 240

401

(口の字形式)

402

(口の字形式)

403

(口の字形式)

特別会議室

(長円卓)

¥12,000

¥7,900 ¥15,100

¥3,200 ¥6,000

小ホール 67 ¥21,000 ¥39,900

¥8,700 ¥16,300

¥8,700 ¥16,300

¥10,100 ¥19,000

24

30

12

¥6,300

¥20,40016 ¥38,700
305

(応接形式)

36

36

42

302

(教室形式)

303

(教室形式)

5 ¥3,200 ¥6,000

301

(教室形式)

¥22,600 ¥43,000
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広告 

失敗しない契約書と

債権回収・保全のチェックポイント

損 得 先着
20 名様

木
◆参加費 ：無料

◆ 講演内容 ◆

新規取引先の選定基準が決まっていない

契約書の定期的な見直しをしていない
コロナの影響で取引の見直しがあった
貸倒れ、不良債権等、債権回収の心配がある

● 120 年ぶりの民法大改正
　 ～実務への影響～
● コロナに対応！不可効力条項の
 　正しい定め方
● 債権回収・保全のポイント

月 日
10:00 ～ 12:00 

愛知県一宮市森本 2 丁目 26 番 5 号  TEL 0586-24-5775　FAX0586-24-5877

 FAX.0586-24-5877

お名前

所在地

TEL

MAIL

貴社名

FAX

セミナーお申込書

※お申込書をお送り頂いた時点で「申込成立」となります。満員のためキャンセル待ち等の場合はご連絡させていただきます。

ＱＲコードからも
お申込み頂けます＠

新型コロナウイルスの蔓延により企業の倒産が相次ぎ、信用不安に陥る事業者も増加しています。
また、2020 年 4 月には改正民法が施行され、実に 120 年ぶりに契約をめぐる大きなルールが
変更されました。本セミナーでは、改正民法施行の影響と、With/After コロナの時代を見据えた
契約書のチェックポイント、債権回収・保全のノウハウを解説いたします。

◆参加方法 ：オンライン会議システム「Zoom」
講 師

大津町法律事務所　

弁護士 馬場 陽※ 参加用 URL をお送りする為、
お申込書に必ずメールアドレスの
記載をお願いします。

スマートフォンからも

ご覧頂けます。


